
東みよし町起業創業支援事業補助金交付要綱

令和3年6月18日
告示第94号

東みよし町起業創業支援事業補助金交付要綱(平成27年東みよし町告示第96号)の
全部を改正する。

(趣旨)
第1条 この告示は、東みよし町内での創業を促進し町の産業の活性化を図ることを

目的として、本町内で新たに創業する者や新分野に進出する者に対し、新規創業

や新分野への進出に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付する

ことについて、東みよし町補助金交付規則(平成18年東みよし町規則第27号。以下
「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 起業 町内にて新たに事業を営むこと。ただし、過去に廃業した事業や既に

町外で事業を営んでいる場合は起業とみなさない。

(2) 新分野 既に営んでいる事業とは異なる事業のこと。ただし、統計法(平成19
年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(平成25
年総務省告示第405号)の中分類内の事業は、新分野とはみなさない。

(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において補助事業年度内に創

業又は新分野への進出を予定している個人又は法人であって、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。

(1) 代表者が、創業の日(法人にあっては会社設立の日、法人以外にあっては開業
の日。)又は新事業開始の日に町内に住所を有する者であること。

(2) 町税を滞納していない者であること。

(3) 税務署へ開業届が提出されていないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。

(5) 代表者が、過去に同一の補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれ
にも該当するものとする。

(1) 補助事業が別表第1の事業に該当しないこと。



(2) 事業計画が明確であり、優れたビジネスプランによる起業又は新分野への進

出であること。

(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。

(4) 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。

(5) 交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経

費(以下「補助対象経費」という。)の支払が当該年度内に完了するものであるこ
と。

(6) 補助対象経費に対する国、本町以外の地方公共団体、公益法人等の補助金等

又は本町の他の補助金等の交付を受けていないもの又は受ける予定のないもの

であること。

(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助事業の開始に必要な別表第2に定める経費とする。

(補助金の額)
第6条 補助金の額は、消費税及び地方消費税を除き、補助対象経費の2分の1以内の
額とし、50万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものと
する。

(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条
に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、補助対象事業の開

始前までに申請するものとする。

(1) 新規創業・新分野進出に伴う確認書

(2) 事業計画書

(3) 誓約書兼同意書

(補助金の交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、事業の新規性、将来性、具

体性、地域性の項目ごとの内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、速やかに、そ

の決定の内容を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(実績報告書の添付書類)
第9条 規則第11条に規定する町長の定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 収支決算(見込)書
(2) 経費の支払を証する書類

(3) 開業届出書(写し)
(4) その他町長が必要と認める書類



(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、規則第12条に規定する補助金の額を確定した後に行うも
のとする。

(事業状況報告)
第11条 補助事業を実施した申請者は、事業が完了した年度の終了した日後3年間、
補助事業の成果に係る毎年度の状況について町長に報告しなければならない。

(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、町長が別に定

める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)
補助対象外事業

(1) 農業

(2) 林業

(3) 漁業

(4) 狩猟業

(5) 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)
(6) 娯楽業のうち風俗関連営業

(7) 競輪、競馬等の競争場又は競技団

(8) パチンコホール

(9) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場

(10) 芸ぎ業

(11) 場外馬券売場及び場外車券売場

(12) 競輪競馬等予想業

(13) 芸ぎ周旋業

(14) 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。)
(15) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係る調査を主に行うもの

(16) 易断所及び観相業

(17) 相場案内業

(18) 病院

(19) 一般診療所

(20) 歯科診療所

(21) 助産所

(22) 歯科技工所



(23) 獣医業

(24) 学校(学校法人が経営するもの)
(25) 法律事務所及び特許事務所

(26) 公証人役場、司法書士事務所及び土地家屋調査士事務所

(27) 公認会計士事務所及び税理士事務所

(28) 社会保険労務士事務所

(29) 通訳案内業

(30) 不動産鑑定業

(31) 行政書士事務所

(32) 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体

(33) 協同組合、事業組合などの組合

(34) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122
号)第2条第1項及び第5項に規定するもの

(35) その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められ

る事業

別表第2(第5条関係)
区分 補助対象経費

申請書類の作成等に係る経費 開業及び法人設立に伴う司法書士、行政書

士等に支払う申請書類作成経費

改修費・設備費 店舗・工場・事務所の用途に使用するため

の外装、内装、外構、駐車場整備工事に係

る経費。ただし、住居と兼用の場合は、住

居部分を除く面積を対象とする。

店舗・工場・事務所で使用する機械、工具、

器具、備品等の購入費用

車両等の動産をその事業用途のみに用い

るために必要な設備を改造する経費

ソフトウェア使用権。ただし、交付申請日

が属する年度内の期間分のみに限る。

知的財産権等関連経費 当該補助事業と密接に関連し、その実施に

当たり必要となる特許権等(実用新案、意
匠、商標を含む。)の取得に要する弁護士
費用等。ただし、出願人は補助事業者本人

(法人の場合は法人名義)に限る。



試作費 試作品の開発、商品のパッケージ及びラベ

ル等の製作に要する経費。ただし、販売を

目的とする商品の作成に係る経費を除く。

広報費 ウェブサイトの作成費用及び更新費用。た

だし、交付申請日が属する年度内の期間分

のみに限る。

販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット

印刷費、展示会等の出展に係る出展料、配

送料等

ダイレクトメールの送料

その他経費 その他町長が特に必要と認める経費


